
《 Ⅰ．持続可能な農業の実現 》
◎めぐみの主要農畜産物の生産・販売強化
◇品目・地域別戦略による生産量・販売価格の増加
◇マーケットインに基づく販売
◇消費者との信頼を築く農畜産物の生産
◇産地構造改革の実践
◎総合事業による担い手経営体への経営支援
◇担い手経営体の経営課題に応じた総合事業提案
の充実
◇担い手農業者等のニーズに応じた資金支援
◇農業リスクに対する支援
◎次世代の担い手育成支援
◇就農研修による新規就農者の確保
◇担い手確保と産地振興
◇生産者組織の機能強化
◇法人化に向けた取り組み

◎トータル生産コストの低減
◇適正な施肥設計による資材費削減
◇労力削減に資するスマート農業の導入支援
◇銘柄集約肥料の供給拡大によるコスト削減
◇園芸部会に対する価格低減に向けた取り組み
◇低価格農機具の推進
◇耕畜連携の取り組み強化

《 Ⅱ．「食」・「農」・「くらし」を通じた
地域活性化への貢献 》

◎地域の食と農をつなぐ地産地消の促進
◇直売所・Ａコープによる安全・安心な農畜産物の
提供
◇地元農産物のＰＲおよび情報発信
◇行政や多様な団体との連携による地産地消の促進

◎協同活動の実践による地域とのつながり強化
◇多様なツールによる組合員の意思集約と反映体
制の確立
◇総合事業の強みを活かした地域活性化への取り組み
◇あぐりん活動の展開による食と農に関する理解促進
◇女性部の拡充と活動の活性化
◇行政や多様な団体と連携した地域社会への貢献
◇生活事業を通じた長寿化社会への貢献
◎情報発信の充実による食と農への理解促進
◇ＪＡ事業・活動の情報発信による対外広報の充実
◇農業体験を通じた食農教育活動の展開
◇「農業の応援団」としての准組合員の拡大

《 Ⅲ ．自己改革を支える経営基盤の強化 》
◎総合的な経営改革の実践
◇相談業務の強化による組合員・利用者との信頼
関係の構築
◇収益の多様化による経営基盤の強化
◇資産の有効活用と処分に向けた取り組み
◇適切なリスク管理態勢の構築
◇経営管理の向上による安定した事業利益の確保
◎経済事業の収支改善の実践
◇農業関連施設等の収支構造の見直し
◇国産原料・品質にこだわった明方ハムの消費拡大
◎中期要員計画に基づく要員管理の実践
◇総要員数の適正化
◇エリア戦略による適材適所な人員配置
◇組合員・利用者に必要なサービスを維持・提供
するための業務の効率化、合理化
◇将来を見据えた人材育成と職員の資質向上
◇働きやすい職場環境の整備

　当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決定事項を
踏まえ、総代会において選出された理事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、総代会
で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。
　組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、青年部や女性部などから理事の登
用を行っています。また、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第30条に規定
する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。

《 指導事業 》
【営農指導】
　「農業所得増大の実現」に向けて各種の活動を実施しました。
　営農指導事業では、ＭＡＰ（担い手専任担当者）７名、営農指導員25名を任命し、出向く営農指導を基本に各
事業部門と連携して、農業者のニーズや経営課題に向けた総合事業提案を行いました。また、経営指導を強化
するため、担い手農家台帳の整備を進め、農家の経営状況を把握した指導を行いました。
　畜産については、令和４年10月に開催される第12回全国和牛能力共進会に向け、種牛については８頭の候
補牛が決定し、肥育とともに出品に向け取り組んでいるところです。一方、高鷲地区においては、肉牛廃業農家
の牛舎を活用し、新規就農として繁殖経営を始めました。
　また、県の補助事業やＪＡ独自の導入助成や保留支援の事業を継続して行いました。

【生活指導】
　食農教育活動では大豆の種まきや、サトイモの植え付けなどを行う小学校へ栽培指導を行いました。米づく
りについては、各地で田植え体験が中止となる中、希望の小学校10校へ家の光子ども雑誌「ちゃぐりん」を550
部寄贈。新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着いた秋には各地で稲刈り体験や、サトイモ、キウイフルーツの
収穫体験の指導・支援を行いました。
　女性部活動では、農業や地域の活性化を目的に「仲間といっしょに育てよう！」を展開。女性部員約1,400人
が自宅で野菜や花の種を育て、話題を共有するとともに支店などに展示しました。令和３年度の活動を紹介す
る動画「できることから始めよう！広めよう！笑顔の輪！」を作成。３月下旬に動画投稿サイト「YouTube」で配
信を始め、広報誌で組合員へも広く周知しました。また部員を対象とした「スマホ教室」を開催し、５地域で計55
人が参加しました。

《 販売事業 》
　令和２年産米の民間在庫量の持越しが適正水準を大きく上回ることとなり、米価は大幅な下落となりまし
た。その一方、担い手からのＪＡ買取米は下落幅を抑えるとともに、「あきさかり・ほしじるし」の実需者との複数
年契約により、確実かつ安定的な販売を実施しました。
　青果物については、８月上旬の台風及び長雨による日照不足による生育不良が９月の生産量の減少に繋が
り、単価が上昇傾向にある秋口の販売に影響を及ぼしました。
　直売所については、とれったひろばなど直売店舗の売上が２年連続して20億円となり、集客においても店舗
レジ通過実績は95万９千人を記録しました。令和２年度に引き続きコロナ禍における顧客動向の変化や、「自宅
での食事」が見直されたこともあり、顧客１人あたりの買い物単価は2,097円となり、昨年度単価を35円上回
り、農家所得向上に繋がりました。
　畜産については、コロナ禍の影響は少なく、肉牛については前年並み、子牛については前年を上回る相場で推
移しました。
　生乳については、廃業により生産頭数が減少となり、乳量も減少しました。

●販売品取扱実績の推移
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《 全般的な概況 》
　令和３年度は、第30回岐阜県ＪＡ大会の決議を踏まえた基本方針「協同の力で農業と地域を未来につなぐ」
の最終年度として事業を展開しました。
　「農業所得増大の実現」の取り組みでは、農業者の経営支援に重点を置いた出向く営農指導を行い、アグリサ
ポート資金を中心とした農業関連融資の提案も行いました。畜産では、令和４年10月に開催される第12回全国
和牛能力共進会に向け、候補牛の決定や出品に向けた取り組みの他、肉牛廃業農家の牛舎を活用した新規就
農支援を行いました。販売面では、米価が大幅に下落した中、「あきさかり・ほしじるし」の複数年契約による確
実かつ安定的な販売に努めました。直売所では２年連続で20億円の売上となり、多くの消費者にご利用いただ
き生産者の所得向上に繋がりました。トータル生産コストの低減に向けた取り組みでは、肥料・農薬の予約によ
る共同購入運動を実施しました。
　「協同による持続可能な農とくらし・環境の確保」の取り組みとして、小学生を対象とした大豆の種まきや里い
もの植え付け支援、支店ふれあい感謝デーの開催など支店を基軸とした食農教育活動を行いました。女性部活
動では、農業や地域の活性化を目的に野菜や花を育てる活動「仲間といっしょに育てよう！」を展開し、新たに
女性部員を対象とした「スマホ教室」を開催しました。また、地域貢献活動として警察と連携した自転車交通安
全教室の開催や地域の交通安全意識の啓発を目的とした資材を配布しました。長寿化社会への対応では、適
切な新型コロナウイルス感染防止策を講じながら通所介護や訪問介護サービスを行い、葬祭事業では小規模
葬への対応と密を避けた葬儀を行うことで安心してご利用いただけるよう運営しました。
　「総合事業機能発揮による経営基盤の確立」では、組合員・利用者のニーズに応じたライフプランサポートを
実践し、資産形成や年金・給与振込等を中心とした金融商品・サービスの提案に加え非対面チャネルの利用促
進による利便性向上に努めました。また、共済事業では３Ｑ活動を通じた保障点検を行い、最適な保障プラン
の提案と自然災害の発生により建物に被害が発生した場合など迅速な共済金の支払いに努めました。経営管
理面では、組合員・利用者からの信頼を高めるため、コンプライアンス態勢のさらなる強化・確立に向けて、事務
管理態勢と内部統制整備を組織内に再徹底させる取り組みを行いました。環境変化に対応した収支構造の確
立では、全事業の利益改善・管理費の削減に取り組み、令和３年度も支店再構築構想に基づく支店の統合と機
能変更を行いました。

《 組合が対処すべき課題 》
　当組合の理念「地域と信頼に基づくＪＡ綱領の実践」に基づき、組合員及び地域活性化に貢献するため、令和
３年度の事業活動を踏まえ、次の事項を重要な課題と位置付けております。
　令和３年12月27日に判明しました令和３年２月に判明した不祥事件と同一の元支店職員による普通貯金の
横領等の不祥事に関して、令和４年３月25日に事実関係の解明にあたり、透明性を確保する観点から外部の専
門家の意見を徴し、厳正かつ公正・中立に行うことを目的として第三者委員会を設置しました。今後、第三者委
員会の調査結果に基づき、不祥事再発防止に対する取り組みを徹底し、さらなる内部統制の確立、コンプライ
アンス態勢の確立に向けた具体的実践計画の実行及び倫理意識の高い職員育成、職場風土の醸成を行い、組
合員・利用者からの信頼を高めることが重要な課題であります。
　経営環境は金融を中心に更に厳しい状況であり、将来にわたって地域農業をしっかりと支えていく役割を果
たしていくために、組合員との対話を通じた新たな価値と満足を提供し続けることが前提となることから、中長
期的な視点に基づき、経営資源の再配置による経営基盤づくりが急務であります。

《 事業活動の成果 》

事業の概況（令和３年度）
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